
平
家
物
語
「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
考

│
│
語
句
分
析
か
ら
伝
本
の
相
違
を
考
え
る
（
三
）
│
│

城

阪

早

紀

は

じ

め

に

平
家
物
語
伝
本
の
性
格
の
相
違
を
、
同
一
語
句
の
使
用
の
様
相
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
前
稿
⑴
で
は
、「
う
た
て

し
」
と
「
ま
さ
な
し
」
の
分
析
に
着
手
し
た
。
本
稿
で
は
「
う
た
て
し
」
と
同
様
に
、
批
評
句
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
あ
さ
ま
し
」
を
取

り
上
げ
、『
覚
一
本
平
家
物
語
』（
以
下
「
覚
一
本
」）⑵
と
『
延
慶
本
平
家
物
語
』（
以
下
「
延
慶
本
」）⑶
の
相
違
を
論
じ
る
。

従
来
「
あ
さ
ま
し
」
は
、
王
法
・
仏
法
破
壊
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
語
で
あ
る
。
確
か
に
「
あ
さ
ま
し
」
は

王
法
・
仏
法
破
壊
に
対
す
る
驚
き
や
あ
き
れ
を
示
す
語
で
あ
る
が
、
覚
一
本
と
延
慶
本
と
で
は
「
あ
さ
ま
し
」
と
評
さ
れ
る
対
象
や
、

「
あ
さ
ま
し
き
」
事
態
を
引
き
起
こ
す
人
物
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
差
異
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
両
本
が

ど
の
よ
う
な
出
来
事
を
「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
と
把
握
し
、
そ
れ
を
物
語
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
以
下
、

先
行
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
「
あ
さ
ま
し
」
の
用
例
を
検
討
し
た
い
。
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一
、
平
家
物
語
の
「
あ
さ
ま
し
」

小
林
美
和
氏
⑷
は
、
延
慶
本
の
文
体
が
「
唱�

導�

的�

な�

語�

り�

の
ス
タ
イ
ル
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」（
傍
点
マ
マ
）、「
そ
れ
が
説

話
文
学
と
し
て
の
姿
勢
・
形
式
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
氏
は
、
延
慶
本
に
「
語
り
本
等
に
比
し
て
叙
述
者
自
身
の
価

値
観
、
主
観
を
示
す
批
評
句
が
ず
い
分
と
高
い
頻
度
で
出
て
く
る
」
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
「
批
評
句
」
が
「
そ
の
各
々
の
説
話
の
テ
ー

マ
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ
た
。
た
と
え
ば
「
あ
さ
ま
し
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

本
書
の
文
末
句
「
浅
猿
シ
」
は
、
王
法
・
仏
法
を
核
と
し
て
政
道
や
山
門
等
々
と
い
っ
た
既
成
の
公
的
秩
序
へ
の
反
逆
行
為
、
若
し

く
は
そ
の
破
壊
に
対
し
て
集
中
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
こ
の
点
で
も
著
述
者
は
意
識
的
で
あ
り
、
そ
の
主
張
は

先
の
「
ヤ
」
や
「
カ
シ
」
の
用
法
に
通
じ
合
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
浅
猿
シ
」
の
こ
う
し
た
用
例
が
登
場
す
る
の
は
、
一
本
か
ら

三
本
（
覚
一
本
の
巻
一
か
ら
巻
六
に
相
当：
引
用
者
注
）
ま
で
の
間
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
批

評
句
の
説
話
の
主
題
決
定
性
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

小
林
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
延
慶
本
の
「
浅
猿
シ
」
は
、「
王
法
・
仏
法
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
公
的
秩
序
へ
の
反
逆
行
為
」
や
「
そ
の

破
壊
」
に
対
し
て
使
わ
れ
る
、
重
要
語
句
と
い
え
よ
う
。

さ
て
池
田
敬
子
氏
は
、「
両
作
品
」
の
「
語
の
用
法
・
語
義
範
囲
の
相
違
」
か
ら
『
平
家
物
語
』（
覚
一
本
）
と
『
太
平
記
』
の
「
印
象

の
相
違
」
を
明
ら
か
に
す
る
取
り
組
み
を
続
け
て
い
る
⑸
。
形
容
詞
「
あ
さ
ま
し
」
に
つ
い
て
、『
平
家
物
語
』
で
は
「
清
盛
の
王
法
破
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滅
の
悪
行
、
さ
ら
に
仏
法
破
滅
の
悪
行
ま
で
を
含
め
た
悪
行
全
体
と
呼
応
す
る
」
語
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
特
に
覚
一
本
に
お
い
て

は
、「
清
盛
（
平
家
）
の
悪
行
が
積
み
重
な
っ
て
い
く
道
程
と
呼
応
す
る
形
で
巻
四
・
巻
五
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特

別
の
語
義
の
強
さ
の
嶺
を
形
成
し
、
他
に
例
を
見
な
い
『
夏
』
や
『
年
』
を
形
容
す
る
こ
と
が
可
能
な
文
脈
的
意
味
を
付
与
」
さ
れ
て
い

る
と
論
じ
、
こ
れ
は
「
覚
一
本
の
中
で
の
み
発
生
し
え
た
限
定
的
な
用
法
」
で
あ
る
と
す
る
⑹
。

池
田
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
あ
さ
ま
し
」
が
覚
一
本
に
お
い
て
も
物
語
前
半
部
の
王
法
・
仏
法
破
壊
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
延
慶
本
の
特
徴
と
は
捉
え
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
池
田
氏
は
、
数
あ
る
王
法
・
仏
法
破
壊
の
中
で
も
、
巻
四
と
巻
五
の
清
盛

の
悪
行
に
対
し
て
「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
語
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
こ
ろ
に
覚
一
本
の
特
徴
が
あ
る
と
述
べ
る
が
、
延
慶
本
に
は
ど
の
よ

う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
分
析
対
象
を
、
小
林
氏
は
「
あ
さ
ま
し
」
が
地
の
文
の
文
末
に
出
現
す
る
例
に
限
っ
た
が
、
地
の
文
全

体
に
広
げ
、
人
々
の
評
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
包
括
的
に
議
論
し
た
い
。

ま
た
池
田
氏
は
、「
あ
さ
ま
し
」
と
「
う
た
て
し
」
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
あ
さ
ま
し
」
が
編
者
の
理
知
的
な
思
想
を
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば
、「
う
た
て
し
」
は
編
者
の
主
情
的
な
情
緒
を
表
現
す
る
、
読
み
よ

う
に
よ
っ
て
は
編
者
の
感
情
の
本
音
を
読
み
取
り
う
る
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
⑺
。

稿
者
が
覚
一
本
の
「
う
た
て
し
」
を
調
査
し
た
際
⑻
、「
う
た
て
し
」
は
他
者
の
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
動
や
振
舞
へ
の
落
胆
や
非
難
を
示

す
語
で
あ
り
、
時
に
世
を
乱
し
た
人
物
へ
の
評
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。「
う
た
て
し
」
に
は
物
語
内
容
を
統
括
す
る
、

い
わ
ば
「
理
知
的
」
な
側
面
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
あ
さ
ま
し
」
と
「
う
た
て
し
」
の
意
味
の
違
い
は
、
批
評
対
象
の
違

い
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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二
、
覚
一
本
の
「
あ
さ
ま
し
」

「
あ
さ
ま
し
」
は
、
動
詞
「
あ
さ
む
」
が
形
容
詞
化
し
た
語
で
あ
る
。
一
般
に
「
意
外
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
さ
ま
で
あ
る
」（『
日
本
国

語
大
辞
典
』
第
二
版
）
と
か
、「
事
の
意
外
さ
に
驚
き
あ
き
れ
る
さ
ま
」（『
角
川
古
語
大
辞
典
』）
を
あ
ら
わ
す
語
と
さ
れ
、
古
く
は
善
悪

い
ず
れ
の
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た
。
平
家
物
語
で
は
「
悪
い
場
合
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
、
嘆
き
を
基
調
と
す
る
驚
き
の
意
に
変
化
し
て
い

る
」（『
平
家
物
語
辞
典
』）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
さ
ま
し
」
が
事
の
意
外
さ
へ
の
「
驚
き
」
や
「
あ
き
れ
」
を
示
す
語
で
あ
る
こ
と
、
平
家
物
語
で
は
悪
い
場
合
に
限
っ
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
首
肯
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
悪
い
場
合
」
と
は
、
先
行
論
の
指
摘
か
ら
王
法
・
仏
法
の
破
壊
と

い
う
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
の
発
生
を
指
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
単
純
に
普
遍
化
で
き
な
い
種
々
の
否
定
的
な
感
情
を
あ
ら
わ
す
語

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
両
本
の
文
脈
が
与
え
る
意
味
を
用
例
に
即
し
て
検
討
し
た
い
。

１

覚
一
本
「
あ
さ
ま
し
」
の
分
類

覚
一
本
に
形
容
詞
「
あ
さ
ま
し
」
は
２５
例
あ
り
、
そ
の
派
生
語
１０
例
⑼
を
合
わ
せ
る
と
３５
例
あ
る
。
こ
れ
を
覚
一
本
の
文
脈
に
よ
っ
て

分
類
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

〈
Ａ
〉
連
体
修
飾
語
に
用
い
ら
れ
、
住
居
や
人
物
の
様
子
が
は
た
か
ら
み
て
驚
く
ほ
ど
ひ
ど
い
さ
ま
で
あ
る

３
例

地
の
文

２
例
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会
話
文
・
心
内
語

１
例

〈
Ｂ
〉
連
用
修
飾
語
に
用
い
ら
れ
、
程
度
が
あ
き
れ
る
ほ
ど
甚
だ
し
い
さ
ま
を
あ
ら
わ
す

１
例

地
の
文

１
例

会
話
文
・
心
内
語

な
し

〈
Ｃ
〉
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
へ
の
、
種
々
の
否
定
的
な
感
情
を
あ
ら
わ
す

３１
例

地
の
文

１６
例

①
編
者
の
評

１３
例

②
登
場
人
物
の
心
情

３
例

会
話
文
・
心
内
語

１５
例

〈
Ａ
〉
の
例
と
し
て
は
、
藤
原
成
経
の
流
さ
れ
た
「
柴
の
庵
」
や
「
か
た
は
う
ど
」（
片
端
人
）
の
様
子
を
い
う
例
が
あ
る
。

（
地
）
備
前
の
児
嶋
に
漕
よ
せ
て
、
民
の
家
の
あ
さ
ま
し
げ
な
る
柴
の
庵
に
を
き
奉
る
。

（
巻
二
「
大
納
言
流
罪
」）

（
会
）「（
巫
女
の
託
宣
）
…
子
を
思
ふ
道
に
ま
よ
ひ
ぬ
れ
ば
、
い
ぶ
せ
き
事
も
わ
す
ら
れ
て
、
あ
さ
ま
し
げ
な
る
か
た
は
う
ど
に
ま
じ

は
ッ
て
、
一
千
日
が
間
、
朝
夕
み
や
づ
か
ひ
申
さ
む
と
仰
ら
る
ゝ
こ
そ
、
誠
に
哀
に
お
ぼ
し
め
せ
。
…
」

（
巻
一
「
願
立
」）

〈
Ｂ
〉
に
は
、
平
家
一
門
が
一
年
前
の
都
落
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
慌
た
だ
し
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
例
が
あ
る
。
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（
地
）「
こ
ぞ
の
け
ふ
は
宮
こ
を
い
で
し
ぞ
か
し
。
程
な
く
め
ぐ
り
き
に
け
り
」
と
て
、
あ
さ
ま
し
う
あ
は
た
ゞ
し
か
り
し
事
ど
も
の
給

ひ
い
だ
し
て
、
な
き
ぬ
わ
ら
ひ
ぬ
ぞ
し
給
ひ
け
る
。

（
巻
十
「
藤
戸
」）

右
の
例
よ
う
に
、〈
Ａ
〉
は
特
定
の
事
物
、〈
Ｂ
〉
は
人
の
心
情
や
状
態
を
修
飾
す
る
例
で
あ
り
、
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ

る
。
編
者
が
物
語
を
ど
の
よ
う
に
認
識
・
把
握
し
た
か
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
さ
し
あ
た
り
〈
Ｃ
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
〈
Ｃ
〉
の
う
ち
、「
会
話
文
・
心
内
語
」（
１５
例
）
と
「
地
の
文
」
の
「
②
登
場
人
物
の
心
情
」（
３
例
）⑽
は
、
用
例
数
が
多
い

も
の
の
、
話
者
の
置
か
れ
る
立
場
や
状
況
と
い
っ
た
場
面
へ
の
依
存
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
本
稿
の
目
的
か
ら
こ
れ
ら
は
お

く
こ
と
と
し
、
次
節
で
は
〈
Ｃ
〉「
地
の
文
」
の
「
①
編
者
の
評
」
１３
例
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
。

２

編
者
の
評
と
し
て
の
「
あ
さ
ま
し
」
１３
例

覚
一
本
に
編
者
の
評
と
し
て
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
が
発
生
し
た
時
の
、
驚
き
・
あ
き
れ
・
嘆
き
・
嫌
悪
と
い
っ
た
否
定
的
な
感

情
を
あ
ら
わ
す
「
あ
さ
ま
し
」
は
１３
例
あ
る
。
以
下
、
Ⅰ
「
王
法
」、
Ⅱ
「
仏
法
」、
Ⅲ
「
王
法
」・「
仏
法
」
の
い
ず
れ
に
関
わ
る
か
と
い

う
観
点
か
ら
分
類
す
る
。「
あ
さ
ま
し
」
の
語
が
、
延
慶
本
の
同
じ
場
面
に
も
見
え
る
３
例
に
は
、
用
例
番
号
に
丸
囲
み
を
付
す
。

さ
て
「
あ
さ
ま
し
」
を
含
む
一
文
の
位
置
を
見
る
と
、
章
段
の
末
文
が
４
例
（
１
２
４
１２
）
あ
り
、
う
ち
１
例
（
１２
）
は
巻
末
で
あ

る
。
段
落
の
冒
頭
は
１
例
（
７
）
あ
る
⑾
。
こ
れ
ら
、「
あ
さ
ま
し
」
を
含
む
一
文
が
主
題
を
示
す
位
置
に
あ
る
５
例
は
、
全
て
「
王
法
」

に
関
わ
る
例
で
あ
る
。
ま
た
係
り
結
び
の
形
式
を
と
る
例
は
、「
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
」
１
例
（
５
）、「
ぞ
あ
さ
ま
し
き
」
２
例
（
４

１３
）
の
計
３
例
で
あ
る
。
ほ
か
に
強
調
表
現
と
し
て
、「
申
も
中
々
お
ろ
か
な
り
」
２
例
（
２
３
）
が
あ
る
。
こ
う
し
た
強
調
表
現
は
、

５
例
中
４
例
が
清
盛
の
悪
行
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
覚
一
本
の
「
あ
さ
ま
し
」
は
、
清
盛
の
王
法
破
壊
に
力
点
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を
置
い
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

Ⅰ
「
王
法
」
８
例

覚
一
本
に
、「
王
法
」
に
関
わ
る
「
あ
さ
ま
し
」
は
８
例
あ
る
。

１

天
皇
の
崩
御

１
例

１
（
六
条
院
崩
御
）〈
章
段
末
文
〉
さ
れ
ば
御
譲
を
う
け
さ
せ
給
ひ
た
り
し
六
条
院
も
、
安
元
二
年
七
月
十
四
日
、
御
年
十
三
に
て
崩

御
な
り
ぬ
。
あ
さ
ま
し
か
り
し
御
事
也
。

（
巻
三
「
法
皇
被
流
」）

１
は
、
二
条
天
皇
の
皇
子
六
条
院
が
一
三
歳
と
い
う
若
さ
で
崩
御
し
た
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
例
で
あ
る
。
二
条
天
皇
の
血
を

う
け
た
子
孫
が
永
続
し
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。

２

行
幸
・
還
御
の
「
儀
式
」
２
例

２
（
主
上
の
行
幸
）〈
章
段
末
文
〉
主
上
は
池
に
船
を
う
か
べ
て
め
さ
れ
け
り
。
武
士
ど
も
し
き
り
に
矢
を
ま
い
ら
せ
け
れ
ば
、
七
条

侍
従
信
清
・
紀
伊
守
範
光
御
舟
に
候
は
れ
け
る
が
、「
是
は
う
ち
の
わ
た
ら
せ
給
ふ
ぞ
、
あ
や
ま
ち
仕
る
な
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
兵

ど
も
皆
馬
よ
り
を
り
て
か
し
こ
ま
る
。
閑
院
殿
へ
行
幸
な
し
奉
る
。
行
幸
の
儀
式
の
あ
さ
ま
し
さ
、
申
も
中
々
を
ろ
か
な
り
。

（
巻
八
「
皷
判
官
」）

― ４２３ ― 平家物語「あさましき」こと考



２
は
法
住
寺
合
戦
下
の
例
で
あ
る
。
後
鳥
羽
天
皇
が
舟
に
乗
っ
て
身
を
隠
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
ろ
う
こ
と
か
義
仲
軍
が
矢
を
射
か
け

た
。
そ
の
後
、
義
仲
軍
に
伴
わ
れ
て
閑
院
殿
へ
行
幸
す
る
が
、
そ
の
様
は
言
葉
に
で
き
な
い
ほ
ど
ひ
ど
い
あ
り
様
で
あ
っ
た
。

３
（
摂
政
の
還
御
）
束
帯
の
御
袖
に
て
御
涙
を
を
さ
へ
つ
ゝ
、
還
御
の
儀
式
あ
さ
ま
し
さ
、
申
も
中
々
お
ろ
か
な
り
。
大
織
冠
・
淡
海

公
の
御
事
は
あ
げ
て
申
に
及
ず
、
忠
仁
公
・
昭
宣
公
よ
り
以
降
、
摂
政
関
白
の
か
ゝ
る
御
目
に
あ
は
せ
給
ふ
事
、
い
ま
だ
承
及
ず
。

是
こ
そ
平
家
の
悪
行
の
は
じ
め
な
れ
。

（
巻
一
「
殿
下
乗
合
」）

清
盛
は
難
波
・
瀬
尾
ら
三
百
騎
に
、
資
盛
の
受
け
た
恥
辱
の
報
復
を
命
じ
る
。
待
ち
伏
せ
さ
れ
た
摂
政
藤
原
基
房
は
、
牛
車
の
簾
を
か
な

ぐ
り
落
と
さ
れ
、
随
身
の
髻
を
切
ら
れ
る
。
摂
政
・
関
白
が
こ
の
よ
う
な
目
に
遭
う
こ
と
は
前
例
が
な
く
、
中
御
門
の
御
所
に
お
帰
り
に

な
る
様
子
の
「
あ
さ
ま
し
さ
」
は
、
言
葉
に
で
き
な
い
と
言
う
。
３
（
摂
政
の
還
御
）
は
清
盛
の
悪
行
で
も
あ
る
。

３

清
盛
の
悪
行

５
例

摂
政
基
房
へ
の
乱
行
は
「
平
家
の
悪
行
の
は
じ
め
」（
３
）
で
あ
っ
た
が
、
以
下
の
出
来
事
も
清
盛
の
悪
行
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
。

４
（
Ａ
高
倉
宮
へ
の
処
遇
）〈
章
段
末
文
〉
源
以
仁
と
は
高
倉
宮
を
申
け
り
。
ま
さ
し
ゐ
太
上
法
皇
の
王
子
を
う
ち
た
て
ま
つ
る
だ
に

あ
る
に
、
凡
人
に
さ
へ
な
し
た
て
ま
つ
る
ぞ
あ
さ
ま
し
き
。

（
巻
四
「
通
乗
之
沙
汰
」）

５
（
Ｂ
遷
都
）
先
祖
の
御
門
の
さ
し
も
執
し
お
ぼ
し
め
さ
れ
た
る
都
を
、
さ
せ
る
ゆ
へ
な
く
、
他
国
他
所
へ
う
つ
さ
る
ゝ
こ
そ
あ
さ
ま

し
け
れ
。

（
巻
五
「
都
遷
」）
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６
（
Ａ
高
倉
宮
へ
の
処
遇
＋
Ｂ
遷
都
）
ふ
る
き
都
は
あ
れ
ゆ
け
ば
、
い
ま
の
都
は
繁
昌
す
。
あ
さ
ま
し
か
り
け
る
夏
も
す
ぎ
、
秋
に
も

已
に
な
り
に
け
り
。

（
巻
五
「
月
見
」）

４
は
、
後
白
河
法
皇
の
皇
子
で
あ
る
高
倉
宮
を
討
つ
こ
と
さ
え
「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
で
あ
る
の
に
、
さ
ら
に
は
「
凡
人
」
に
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
言
う
。
５
は
、
平
家
の
「
先
祖
」
で
あ
る
桓
武
天
皇
が
定
め
た
、
平
家
の
崇
め
る
べ
き
都
を
「
さ
せ
る
ゆ
へ
な
く
」
遷
し

た
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。
同
章
段
（「
都
遷
」）
で
は
、
天
皇
で
さ
え
た
や
す
く
遷
す
こ
と
の
で
き
な
い
都
を
、
清
盛
が
「
人
臣

の
身
」
で
遷
し
た
こ
と
を
「
お
そ
ろ
し
き
」
こ
と
と
言
う
。

一
天
の
君
、
万
乗
の
あ
る
じ
だ
に
も
う
つ
し
え
給
は
ぬ
都
を
、
入
道
相
国
、
人
臣
の
身
と
し
て
う
つ
さ
れ
け
る
ぞ
お
そ
ろ
し
き
。

（
巻
五
「
都
遷
」）

続
く
６
で
は
、
４
高
倉
宮
が
討
た
れ
（
五
月
）、
５
遷
都
（
六
月
）
の
あ
っ
た
「
夏
」
を
、
ま
と
め
て
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。

７
（
Ｂ
遷
都
）〈
段
落
冒
頭
〉
上
皇
は
、
お
と
ゞ
し
法
王
の
鳥
羽
殿
に
お
し
こ
め
ら
れ
さ
せ
給
し
御
事
、
去
年
高
倉
の
宮
の
う
た
れ
さ

せ
給
ひ
し
御
有
様
、
宮
こ
う
つ
り
と
て
あ
さ
ま
し
か
り
し
天
下
の
み
だ
れ
、
か
や
う
の
事
ど
も
御
心
ぐ
る
し
う
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
る

よ
り
、
御
悩
つ
か
せ
給
ひ
て
、
つ
ね
は
わ
づ
ら
は
し
う
き
こ
え
さ
せ
給
し
が
、
東
大
寺
・
興
福
寺
の
ほ
ろ
び
ぬ
る
よ
し
き
こ
し
め
さ

れ
て
、
御
悩
い
よ
�
�
お
も
ら
せ
給
ふ
。
法
王
な
の
め
な
ら
ず
御
歎
あ
り
し
程
に
、
同
正
月
十
四
日
、
六
波
羅
池
殿
に
て
、
上
皇
遂

に
崩
御
な
り
ぬ
。

（
巻
六
「
新
院
崩
御
」）
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治
承
五
（
二
八
一
）
年
正
月
、
高
倉
天
皇
は
法
皇
幽
閉
・
高
倉
宮
へ
の
処
罰
・
遷
都
に
く
わ
え
、
南
都
炎
上
に
よ
っ
て
御
悩
を
重
く
さ

れ
、
遂
に
崩
御
さ
れ
た
。
７
は
遷
都
に
よ
っ
て
「
天
下
の
み
だ
れ
」
が
起
き
た
こ
と
を
、
再
び
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ
「
仏
法
」
１
例

覚
一
本
に
「
仏
法
」
に
関
わ
る
「
あ
さ
ま
し
」
は
次
の
１
例
で
、
延
慶
本
と
共
通
で
あ
る
。

１

清
盛
の
悪
行

１
例

⑧
（
Ｃ
南
都
炎
上
）
廿
九
日
、
頭
中
将
、
南
都
ほ
ろ
ぼ
し
て
北
京
へ
帰
り
い
ら
る
。
入
道
相
国
ば
か
り
ぞ
、
い
き
ど
ほ
り
は
れ
て
よ
ろ

こ
ば
れ
け
る
。
中
宮
・
一
院
・
上
皇
・
摂
政
殿
以
下
の
人
々
は
、「
悪
僧
を
こ
そ
ほ
ろ
ぼ
す
と
も
、
伽
藍
を
破
滅
す
べ
し
や
」
と
ぞ

御
歎
あ
り
け
る
。
衆
徒
の
頚
共
、
も
と
は
大
路
を
わ
た
し
て
獄
門
の
木
に
懸
ら
る
べ
し
と
き
こ
え
し
か
ど
も
、
東
大
寺
・
興
福
寺
の

ほ
ろ
び
ぬ
る
あ
さ
ま
し
さ
に
、
沙
汰
に
も
及
ず
。
あ
そ
こ
こ
ゝ
の
溝
や
堀
に
ぞ
す
て
を
き
け
る
。

（
巻
五
「
奈
良
炎
上
」）

⑧
は
、
清
盛
が
命
じ
た
南
都
炎
上
に
関
す
る
例
で
あ
る
。
討
ち
取
っ
た
「
衆
徒
の
頚
共
」
を
獄
門
に
懸
け
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
東
大
寺
・
興
福
寺
の
伽
藍
が
「
破
滅
」
さ
れ
た
「
あ
さ
ま
し
さ
」
に
命
令
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

Ⅲ
「
王
法
」・「
仏
法
」
５
例

覚
一
本
に
、「
王
法
」
と
「
仏
法
」
に
関
わ
る
「
あ
さ
ま
し
」
は
５
例
あ
る
。
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１

貴
人
の
死
後
の
騒
動

３
例

次
の
３
例
は
、
貴
人
の
死
後
に
騒
動
が
起
き
た
こ
と
を
い
う
例
で
あ
る
。

⑨
（
二
条
院
）
御
門
か
く
れ
さ
せ
給
て
は
、
心
な
き
草
木
ま
で
も
愁
た
る
色
に
て
こ
そ
あ
る
べ
き
に
、
此
騒
動
の
あ
さ
ま
し
さ
に
、
高

も
賎
も
、
肝
魂
を
う
し
な
ッ
て
、
四
方
へ
皆
退
散
す
。

（
巻
一
「
清
水
寺
炎
上
」）

二
条
院
は
譲
位
後
間
も
な
く
、
二
三
歳
の
若
さ
で
崩
御
さ
れ
た
。
そ
の
「
御
葬
送
の
時
」、
延
暦
寺
が
先
例
に
背
い
て
興
福
寺
よ
り
先

に
額
を
打
つ
と
、
そ
れ
に
腹
を
立
て
た
興
福
寺
が
延
暦
寺
の
額
を
打
ち
割
っ
た
。
⑨
は
「
心
な
き
草
木
ま
で
も
愁
た
る
色
に
て
こ
そ
あ
る

べ
き
」
時
に
、
こ
う
し
た
「
騒
動
」
が
起
き
る
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。

次
の
２
例
も
同
様
に
、
謹
ん
で
仏
事
を
行
う
べ
き
時
に
騒
動
が
起
き
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

⑩
（
清
盛
）
や
が
て
葬
送
の
夜
、
ふ
し
ぎ
の
事
あ
ま
た
あ
り
。
玉
を
み
が
き
金
銀
を
ち
り
ば
め
て
作
ら
れ
た
り
し
西
八
条
殿
、
其
夜
に

は
か
に
や
け
ぬ
。
人
の
家
の
や
く
る
は
、
つ
ね
の
な
ら
ひ
な
れ
ど
も
、
あ
さ
ま
し
か
り
し
事
ど
も
な
り
。
何
も
の
の
し
わ
ざ
に
や
有

け
ん
、
放
火
と
ぞ
聞
え
し
。

（
巻
六
「
築
嶋
」）

１１
（
清
盛
）
大
将
軍
に
は
、
左
兵
衛
督
知
盛
、
左
中
将
清
経
、
小
松
少
将
有
盛
、
都
合
其
勢
三
万
余
騎
で
発
向
す
。
入
道
相
国
う
せ
給

て
後
、
わ
づ
か
に
五
旬
を
だ
に
も
過
ざ
る
に
、
さ
こ
そ
み
だ
れ
た
る
世
と
い
ひ
な
が
ら
、
あ
さ
ま
し
か
り
し
事
ど
も
な
り
。

（
巻
六
「
祇
園
女
御
」）
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⑩
１１
は
清
盛
の
死
に
関
す
る
も
の
で
、
⑩
は
「
葬
送
の
夜
」
に
西
八
条
殿
が
炎
上
し
た
こ
と
、
４
は
追
善
法
要
を
行
う
べ
き
「
五
旬
」

の
う
ち
に
子
ら
が
出
陣
す
る
こ
と
を
、「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
例
で
あ
る
。
清
盛
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
高
倉
上
皇
の
崩
御
か
ら
「
わ
づ

か
に
中
一
両
月
を
へ
だ
て
」
た
閏
二
月
で
あ
っ
た
。「
諒
闇
」
の
う
ち
に
、
こ
う
し
た
騒
動
が
起
き
る
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事

態
で
あ
る
。

２

清
盛
の
悪
行

２
例

１２
（
Ａ
高
倉
宮
へ
の
処
遇
＋
Ｂ
遷
都
＋
Ｃ
南
都
炎
上
）〈
巻
末
〉
聖
武
皇
帝
宸
筆
の
御
記
文
に
は
、「
我
寺
興
福
せ
ば
、
天
下
も
興
福

し
、
吾
寺
衰
微
せ
ば
、
天
下
も
衰
微
す
べ
し
」
と
あ
そ
ば
さ
れ
た
り
。
さ
れ
ば
天
下
の
衰
微
せ
ん
事
も
疑
な
し
と
ぞ
見
え
た
り
け

る
。
あ
さ
ま
し
か
り
つ
る
年
も
く
れ
、
治
承
も
五
年
に
成
に
け
り
。

（
巻
五
「
奈
良
炎
上
」）

１２
は
、
高
倉
宮
が
討
た
れ
（
４
）、
遷
都
（
５
）
と
南
都
炎
上
（
⑧
）
の
あ
っ
た
治
承
四
年
を
、「
あ
さ
ま
し
か
り
つ
る
年
」
と
総
括
す

る
。
聖
武
天
皇
「
宸
筆
の
御
記
文
」
を
引
用
し
、
東
大
寺
が
「
衰
微
」
し
た
の
で
、「
天
下
」
も
「
衰
微
」
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
予
見

す
る
。

１３
（
王
法
仏
法
）
治
承
五
年
正
月
一
日
、
内
裏
に
は
、
東
国
の
兵
革
、
南
都
の
火
災
に
よ
ッ
て
朝
拝
と
ゞ
め
ら
れ
、
主
上
出
御
も
な

し
。
物
の
音
も
ふ
き
な
ら
さ
ず
、
舞
楽
も
奏
せ
ず
、
吉
野
の
く
ず
も
ま
い
ら
ず
、
藤
氏
の
公
卿
一
人
も
参
ぜ
ら
れ
ず
。
氏
寺
焼
失
に

よ
ッ
て
な
り
。
二
日
、
殿
上
の
宴
酔
も
な
し
。
男
女
う
ち
ひ
そ
め
て
、
禁
中
い
ま
�
�
し
う
ぞ
見
え
け
る
。
仏
法
王
法
と
も
に
つ
き

ぬ
る
事
ぞ
あ
さ
ま
し
き
。

（
巻
六
「
新
院
崩
御
」）
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年
が
改
ま
り
治
承
も
五
年
に
な
っ
た
が
、「
東
国
の
兵
革
」
や
「
南
都
の
火
災
」
の
た
め
に
朝
拝
も
行
わ
れ
な
い
。
藤
原
氏
も
氏
寺
で
あ

る
興
福
寺
が
焼
失
し
た
た
め
出
仕
し
な
い
。
政
が
行
わ
れ
ず
「
仏
法
王
法
」
が
共
に
尽
き
た
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。

以
上
、
覚
一
本
の
編
者
評
と
し
て
の
「
あ
さ
ま
し
」
１３
例
を
確
認
し
た
。
覚
一
本
は
、
貴
人
の
死
後
は
喪
に
服
し
て
慎
む
べ
き
で
あ
る

と
か
、
主
上
や
摂
政
の
還
御
・
行
幸
は
慣
例
通
り
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
前
代
か
ら
守
ら
れ
て
き
た
慣
習
が
断
ち
切

ら
れ
た
時
に
、「
あ
さ
ま
し
」
と
嘆
く
傾
向
に
あ
る
。
清
盛
の
悪
行
に
関
わ
っ
て
「
あ
さ
ま
し
」
が
使
わ
れ
る
例
は
、
１３
例
中
８
例
（
３

〜
⑧
、
１２
１３
）
と
多
い
。「
人
臣
の
身
」
で
あ
り
な
が
ら
、
高
倉
宮
を
「
凡
人
」
に
し
た
こ
と
、
遷
都
を
敢
行
し
た
こ
と
、
南
都
炎
上
さ

せ
た
清
盛
の
「
あ
さ
ま
し
き
」
悪
行
は
、
積
も
り
積
も
っ
て
高
倉
天
皇
の
崩
御
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

一
つ
留
意
す
べ
き
は
、
覚
一
本
は
「
仏
法
王
法
と
も
に
つ
き
ぬ
る
事
ぞ
あ
さ
ま
し
き
」（
１３
）
と
、「
王
法
」
と
「
仏
法
」
を
並
列
し
つ

つ
も
、
個
別
の
事
例
を
確
認
す
る
と
、
王
法
に
関
す
る
例
が
多
い
点
で
あ
る
。
Ⅱ
「
仏
法
」
に
分
類
し
た
⑩
南
都
炎
上
も
、
仏
法
破
壊
を

象
徴
す
る
「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
藤
原
氏
が
出
仕
し
な
く
な
っ
た
り
、
南
都
の
僧
綱
た
ち
が
宮
中
へ
の
出

入
り
を
止
め
ら
れ
た
り
と
宮
中
で
の
政
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
⑩
南
都
炎
上
も
「
王
法
」
と
無
縁
で
は
な
い
。

四
、
延
慶
本
の
「
あ
さ
ま
し
」

１

延
慶
本
「
あ
さ
ま
し
」
の
分
類

延
慶
本
に
は
、「
あ
さ
ま
し
」
が
８４
例
あ
り
、
そ
の
派
生
語
１０
例
⑿
を
合
わ
せ
る
と
９４
例
あ
る
。
こ
れ
を
延
慶
本
の
文
脈
に
よ
っ
て
分

類
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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〈
Ａ
〉
連
体
修
飾
語
に
用
い
ら
れ
、
住
居
や
流
刑
地
・
人
物
や
鬼
の
様
子
⒀
が
は
た
か
ら
み
て
驚
く
ほ
ど
ひ
ど
い
さ
ま
で
あ
る

１０
例

地
の
文

７
例

会
話
文
・
心
内
語

３
例

〈
Ｂ
〉
連
用
修
飾
語
に
用
い
ら
れ
、
事
態
の
程
度
が
あ
き
れ
る
ほ
ど
甚
だ
し
い
さ
ま
を
あ
ら
わ
す

５
例

地
の
文

５
例

会
話
文
・
心
内
語

な
し

〈
Ｃ
〉
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
へ
の
、
種
々
の
否
定
的
な
感
情
を
あ
ら
わ
す

７９
例

地
の
文

５０
例

①
編
者
の
評

２９
例

②
登
場
人
物
の
心
情

２１
例

会
話
文
・
心
内
語

２９
例

①
人
々
の
評

５
例

②
登
場
人
物
の
心
情

２４
例

延
慶
本
に
は
〈
Ｃ
〉「
会
話
文
・
心
内
語
」
の
中
に
、「
①
人
々
の
評
」
が
５
例
あ
る
⒁
。
こ
れ
は
物
語
中
の
出
来
事
へ
の
批
評
で
あ

る
と
い
う
点
で
、
編
者
評
に
準
じ
る
も
の
と
い
え
る
。
よ
っ
て
次
節
で
は
〈
Ｃ
〉
の
う
ち
、「
地
の
文
」
の
「
①
編
者
の
評
」
２９
例
と

「
会
話
文
・
心
内
語
」
の
「
①
人
々
の
評
」
５
例
を
合
わ
せ
た
３４
例
を
検
討
す
る
。
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２

編
者
・
人
々
の
評
と
し
て
の
「
あ
さ
ま
し
」
３４
例

「
あ
さ
ま
し
」
を
含
む
一
文
の
位
置
を
見
る
と
、
章
段
の
末
文
が
３
例
（
８
２３
３４
）、
段
落
の
末
文
が
６
例
（
２
１２
１５
２４
２６
２８
）
あ
り
、

段
落
冒
頭
に
も
２
例
（
４
１６
）
あ
る
。
主
題
を
示
す
一
文
で
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
う
た
て
し
」
は
延
慶
本
に
お
い
て
も
物

語
内
容
を
統
括
す
る
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
な
お
こ
れ
ら
は
、「
王
法
」・「
仏
法
」
の
双
方
に
関
わ
る
場
面
に
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
係
り
結
び
の
形
式
を
取
る
例
は
、
１０
例
を
数
え
る
。
う
ち
、「
こ
そ
」（
１
８
１０
１１
２３
２４
２７
３０
）
が
８
例
、「
ぞ
」（
５
）
が
１
例
で

あ
る
。
さ
ら
に
、「
ア
サ
マ
シ
ト
モ
云
ハ
カ
リ
ナ
シ
。」（
２
）
や
「
浅
猿
ト
云
モ
愚
カ
ナ
リ
。」（
２５
）
の
よ
う
に
強
調
表
現
を
伴
う
例
が

７
例
（
２
６
１３
１４
２０
２５
２６
）
あ
る
。
係
り
結
び
の
例
と
合
わ
せ
る
と
１６
例
に
な
り
、
お
よ
そ
半
数
が
強
調
表
現
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
ら
も
、「
王
法
」・「
仏
法
」
に
偏
り
な
く
使
わ
れ
て
い
る
。

Ⅰ
「
王
法
」
２１
例

延
慶
本
に
、「
王
法
」
に
関
わ
る
「
あ
さ
ま
し
」
は
２１
例
あ
る
。

１

清
盛
の
悪
行

７
例

延
慶
本
に
清
盛
の
悪
行
に
関
わ
る
例
は
７
例
あ
る
。
た
だ
し
覚
一
本
と
重
な
る
例
は
な
い
。

１
の
１

公
卿
の
解
任
・
流
罪

２
例

次
の
２
例
は
、
治
承
三
年
十
一
月
に
清
盛
が
「
四
十
二
人
」
の
公
卿
・
殿
上
人
を
解
官
し
流
罪
に
し
た
こ
と
を
言
う
例
で
あ
る
。
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１
（
解
官
・
流
罪
）
十
六
日
、
入
道
、（
中
略
）
関
白
殿
御
子
息
、
中
納
言
師
家
ヲ
奉
始
一

テ
、
大
政
大
臣
師
長
公
・
按
察
大
納
言
資
賢

已
下
ノ
卿
相
・
雲
客
、
上
下
北
面
ノ
輩
ニ
至
マ
デ
、
都
合
四
十
二
人
、
官
ヲ
止
テ
追
籠
ラ
ル
。（
中
略
）
其
中
ニ
、
関
白
殿
ヲ
バ
大

宰
帥
ニ
遷
シ
テ
、
筑
紫
ヘ
流
シ
奉
ラ
レ
ケ
ル
コ
ソ
浅
猿
ケ
レ
。

（
二
本
・
廿
七
「
入
道
卿
相
雲
客
四
十
余
人
解
官
事
」）

２
（
解
官
・
流
罪
）〈
段
落
末
文
〉
此
ノ
外
ノ
人
々
モ
、
逃
迷
、
周
章
騒
ア
ヘ
リ
。
ア
サ
マ
シ
ト
モ
云
ハ
カ
リ
ナ
シ
。

（
二
本
・
廿
八
「
師
長
尾
張
国
ヘ
被
流
給
事
」）

１
は
関
白
藤
原
基
房
が
大
宰
帥
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
、
２
は
清
盛
の
処
遇
を
受
け
た
人
々
が
逃
げ
回
り
慌
て
騒
ぐ
あ
り
様
を
、「
あ
さ

ま
し
」
と
言
う
。

１
の
２

法
皇
幽
閉

３
例

清
盛
は
関
白
ら
の
解
官
・
流
罪
に
続
き
、
後
白
河
法
皇
を
鳥
羽
殿
に
幽
閉
す
る
。

３
（
法
皇
幽
閉
）
廿
日
、
院
御
所
七
条
殿
ニ
、
軍
兵
雲
霞
ノ
如
ク
、
四
面
ニ
打
カ
コ
ミ
タ
リ
。
二
三
万
騎
モ
ヤ
有
ラ
ム
ト
ミ
ユ
。
コ
ハ

何
事
ゾ
ト
、
御
所
中
ニ
候
合
タ
ル
公
卿
・
殿
上
人
、
上
下
北
面
ノ
輩
、
局
々
ノ
女
房
マ
デ
モ
、
サ
コ
ソ
浅
猿
ク
オ
ボ
シ
ケ
メ
。

（
二
本
・
卅
「
法
皇
ヲ
鳥
羽
ニ
押
籠
奉
ル
事
」）

４
（
法
皇
幽
閉
）〈
段
落
冒
頭
〉
去
七
日
大
地
震
ハ
、
カ
ヽ
ル
浅
猿
キ
事
ノ
有
ベ
カ
リ
ケ
ル
前
表
ナ
リ
。
十
六
洛
叉
ノ
底
マ
デ
モ
コ
タ

ヘ
テ
、
堅
牢
地
神
モ
驚
動
給
ケ
ル
ト
ゾ
覚
ヘ
シ
。
陰
陽
頭
泰
親
朝
臣
、
馳
参
テ
、
泣
々
奏
聞
シ
ケ
ル
モ
理
ナ
リ
ケ
リ
。

（
二
本
・
卅
「
法
皇
ヲ
鳥
羽
ニ
押
籠
奉
ル
事
」）
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３
は
院
御
所
が
大
勢
の
武
士
に
包
囲
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
。
御
所
に
い
る
誰
も
が
「
あ
さ
ま
し
く
」
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
と
編
者
が
推

し
量
る
。
幽
閉
さ
れ
た
法
皇
は
、
最
期
を
覚
悟
し
て
行
水
を
行
い
「
最
後
ノ
御
勤
」
を
す
る
。
４
で
は
、
十
一
月
七
日
に
大
地
震
が
起
き

た
時
、
占
文
に
「
仏
法
・
王
法
共
ニ
傾
キ
、
世
ハ
只
今
ニ
失
候
ナ
ム
ズ
」
と
あ
っ
た
通
り
「
浅
猿
キ
事
」
が
起
き
た
こ
と
を
言
う
。

５
（
法
皇
幽
閉
）
院
内
サ
ヘ
カ
ヤ
ウ
ニ
御
物
思
ニ
結
ホ
レ
サ
セ
オ
ワ
シ
マ
ス
ゾ
ア
サ
マ
シ
キ
。

（
二
本
・
卅
二
「
内
裏
ヨ
リ
鳥
羽
殿
ヘ
御
書
有
事
」）

高
倉
天
皇
は
出
家
の
意
向
を
法
皇
に
伝
え
る
が
、「
君
」（
高
倉
天
皇
）
が
世
に
あ
る
こ
と
だ
け
が
「
タ
ノ
ミ
」
で
あ
る
か
ら
思
い
と
ど
ま

る
よ
う
に
と
返
事
が
あ
る
。
そ
れ
を
読
ん
だ
高
倉
天
皇
は
「
涙
ニ
咽
」
ぶ
。
５
は
天
皇
と
法
皇
が
思
い
煩
い
、
嘆
き
悲
し
む
様
を
「
あ
さ

ま
し
」
と
言
う
。

１
の
３

高
倉
天
皇
へ
の
冷
遇

１
例

６
（
高
倉
天
皇
へ
の
冷
遇
）
加
様
ニ
御
歎
ノ
色
深
カ
リ
ケ
ル
ヲ
、
入
道
ネ
タ
マ
シ
ク
悪
キ
事
ニ
思
マ
ヒ
ラ
セ
テ
、
御
呵
嘖
ノ
女
房
・
美

女
ヲ
モ
呼
取
テ
、
人
一
人
モ
付
マ
ヒ
ラ
セ
ズ
シ
テ
、
参
内
シ
給
フ
。
臣
下
・
卿
上
ヲ
モ
イ
サ
メ
留
メ
給
ケ
レ
バ
、
入
道
ノ
権
威
ニ
恐

ヲ
ナ
シ
テ
、
参
内
シ
給
フ
人
モ
ナ
シ
。
浅
猿
ト
云
計
ナ
シ
。

（
三
本
・
五
「
小
督
局
内
裏
ヘ
被
召
事
」）

治
承
五
年
、
高
倉
院
の
崩
御
に
伴
っ
て
小
督
の
逸
話
が
記
さ
れ
る
。
高
倉
天
皇
は
、
小
督
が
清
盛
を
恐
れ
て
姿
を
消
し
た
た
め
に
悲
嘆
に

暮
れ
た
。
高
倉
天
皇
が
小
督
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
を
な
お
も
良
く
思
わ
な
い
清
盛
は
、
女
房
や
臣
下
た
ち
の
参
内
を
禁
じ
た
。
６
は
清
盛

― ４３３ ― 平家物語「あさましき」こと考



の
権
威
を
恐
れ
て
参
内
す
る
者
の
い
な
い
こ
と
を
、「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。

１
の
４

成
親
へ
の
尋
問

１
例

７
（
藤
原
成
親
）
蕭
荷
・
樊
会
・
韓
信
・
彭
越
、
皆
高
祖
之
功
臣
タ
リ
シ
カ
ド
モ
、
カ
ク
ノ
ミ
コ
ソ
有
ケ
レ
。
唐
朝
ニ
モ
不
限
一

、
我

朝
ニ
モ
保
元
・
平
治
ノ
比
ハ
、
浅
猿
カ
リ
事
共
モ
有
シ
ゾ
カ
シ
。
新
大
納
言
一
人
ニ
モ
限
ル
マ
ジ
。「
コ
ハ
イ
カ
ヾ
ハ
セ
ム
ズ
ル
」

ト
、
人
歎
ア
ヘ
リ
。

（
一
末
・
十
二
「
新
大
納
言
ヲ
痛
メ
奉
ル
事
」）

藤
原
成
親
は
清
盛
か
ら
尋
問
を
受
け
「
半
死
半
生
」
の
目
に
遭
う
。
大
納
言
の
地
位
に
あ
る
者
を
尋
問
す
る
こ
と
も
、
悪
行
の
一
つ
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
延
慶
本
は
、「
唐
朝
」
に
は
「
高
祖
之
功
臣
」
の
五
人
が
讒
言
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
先
例
が
あ
り
、「
我
朝
」
に
も
保
元

・
平
治
の
頃
に
は
「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
、「
あ
さ
ま
し
き
」
目
に
遭
う
人
物
は
成
親
一
人
で
は
な
い
と
言
う
。

覚
一
本
に
も
、
延
慶
本
の
７
（
藤
原
成
親
）
と
同
様
に
、「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
の
先
例
と
し
て
「
保
元
・
平
治
ノ
比
」
を
あ
げ
る
場

面
が
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
、
藤
原
成
頼
の
発
話
で
あ
る
。

（
会
）…
宰
相
入
道
成
頼
、
か
様
の
事
共
を
伝
へ
き
い
て
、「（
成
頼
）
…
保
元
平
治
の
み
だ
れ
を
こ
そ
浅
ま
し
と
思
し
に
、
世
す
ゑ
に
な

れ
ば
か
ゝ
る
事
も
あ
り
け
り
。
此
後
猶
い
か
斗
の
事
か
出
こ
ん
ず
ら
む
。
…
」

（
巻
三
「
城
南
之
離
宮
」）

覚
一
本
の
成
頼
は
、
関
白
ら
の
解
官
・
流
罪
、
法
皇
幽
閉
を
受
け
て
、「
保
元
・
平
治
の
み
だ
れ
」
さ
え
「
あ
さ
ま
し
」
と
思
っ
た
の
に
、

世
が
末
に
な
っ
た
の
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
し
ま
っ
た
、
こ
の
先
こ
れ
以
上
の
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
嘆
く
。
保
元
・
平
治
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の
先
例
を
、
覚
一
本
は
今
起
き
て
い
る
惨
事
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
引
く
が
、
延
慶
本
は
そ
れ
と
並
列
す
る
出
来
事
と
し
て

お
り
、
扱
い
が
異
な
る
。

２

清
盛
以
外
の
人
物

２
例

延
慶
本
で
は
清
盛
以
外
に
も
「
あ
さ
ま
し
き
」
事
態
を
招
い
た
人
物
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
王
法
」
に
関
わ
る
も
の
が
２

例
あ
る
。

８
（
源
頼
政
）〈
章
段
末
文
〉
此
ヲ
バ
非
職
ノ
輩
、
オ
ホ
ケ
ナ
キ
事
ヲ
思
企
タ
リ
ケ
リ
。
今
ノ
三
位
入
道
ノ
思
立
レ
ケ
ム
ハ
、
是
ニ
ハ

似
ル
ベ
キ
事
ナ
ラ
ネ
ド
モ
、
遂
ニ
前
途
ヲ
不
達
一

セ
シ
テ
、
宮
ヲ
失
ヒ
奉
リ
、
我
身
モ
滅
ヌ
ル
事
コ
ソ
、
返
々
モ
ア
サ
マ
シ
ケ
レ
。

（
二
中
・
廿
六
「
後
三
条
院
ノ
宮
事
」）

８
は
、
源
頼
政
が
高
倉
宮
を
語
ら
っ
て
挙
兵
し
た
も
の
の
「
前
途
ヲ
不
達
ズ
」
宮
を
失
い
、
我
が
身
も
滅
び
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を

言
う
。
頼
政
の
挙
兵
と
は
「
似
ル
ベ
キ
事
ナ
ラ
ネ
ド
モ
」
と
差
異
化
し
つ
つ
、
安
和
二
（
九
六
九
）
年
の
安
和
の
変
や
、
輔
仁
親
王
の
護

持
僧
仁
寛
が
鳥
羽
天
皇
の
暗
殺
を
企
て
た
事
件
を
先
例
と
し
て
あ
げ
る
。

９
（
恵
美
仲
麻
呂
）
カ
ヽ
リ
ケ
レ
バ
、
恵
美
大
臣
、
弓
削
ノ
法
皇
ヲ
倩
デ
、
帝
ヲ
怨
ミ
奉
ル
余
リ
、
天
平
宝
字
八
年
九
月
十
八
日
、
国

家
傾
奉
ム
ト
謀
ル
。（
中
略
）
一
族
親
類
、
同
心
合
力
ノ
輩
、
首
ア
マ
タ
都
ヘ
持
参
レ
リ
。
公
卿
ダ
ニ
モ
五
人
首
ヲ
切
レ
ヌ
。
上
古

ニ
モ
カ
ヽ
ル
浅
猿
キ
事
共
ア
リ
ケ
ル
ト
ゾ
承
ル
。
平
家
ノ
栄
ヘ
目
出
カ
リ
ツ
ル
有
様
モ
、
又
朝
敵
ト
ナ
テ
、
家
々
ニ
火
カ
ケ
テ
都
ヲ
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落
ヌ
ル
事
ガ
ラ
モ
、
恵
美
ノ
大
臣
ニ
異
ナ
ラ
ズ
「
西
国
ヘ
落
給
タ
リ
ト
テ
モ
、
幾
日
何
月
カ
ア
ル
ベ
キ
。
只
今
ニ
滅
ナ
ム
ズ
ル
物

ヲ
」
ト
ゾ
、
人
々
申
ア
ヒ
ケ
ル
。

（
三
末
・
卅
三
「
恵
美
仲
麻
呂
事
」）

９
で
は
平
家
の
先
例
と
し
て
、
栄
華
を
極
め
な
が
ら
「
朝
敵
」
と
な
っ
た
恵
美
仲
麻
呂
を
あ
げ
る
。
上
古
に
も
こ
の
よ
う
な
「
あ
さ
ま

し
き
」
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
、
西
国
へ
落
ち
た
平
家
も
同
じ
よ
う
に
滅
び
る
で
あ
ろ
う
と
人
々
は
噂
す
る
。

３

宝
剣
喪
失

１
例

１０
（
宝
剣
喪
失
）
天
神
・
地
神
ニ
幣
帛
ヲ
捧
テ
祈
リ
、
霊
仏
・
霊
社
ニ
僧
侶
ヲ
籠
テ
、
大
法
・
秘
法
、
無
所
残
一

被
行
ケ
レ
ド
モ
、
験

ナ
シ
。
龍
神
是
ヲ
取
テ
龍
宮
ニ
納
テ
ケ
レ
バ
、
遂
ニ
失
ニ
ケ
ル
コ
ソ
浅
猿
ケ
レ
。

（
六
本
・
十
九
「
霊
剣
等
事
」）

平
家
と
共
に
都
を
出
て
西
海
に
沈
ん
だ
宝
剣
は
、「
末
代
」
で
あ
る
た
め
か
、
龍
神
が
竜
宮
に
収
め
た
た
め
か
、
遂
に
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
。「
神
代
ヨ
リ
伝
ハ
リ
タ
ル
三
種
ノ
宝
物
」（
五
本
・
三
）
の
一
つ
で
あ
る
、
宝
剣
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。

４

都
の
荒
廃
・
秩
序
の
崩
壊

１１
例

延
慶
本
に
は
、
都
の
荒
廃
や
、
都
の
秩
序
が
崩
壊
す
る
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
１１
例
と
多
い
。

４
の
１

都
の
荒
廃

４
例

ま
ず
は
福
原
遷
都
に
関
わ
っ
て
、
都
が
荒
廃
す
る
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
例
が
あ
る
。
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１１
（
都
の
荒
廃
）
無
程
一

田
舎
ニ
成
ニ
ケ
ル
コ
ソ
、
夢
ノ
心
地
シ
テ
浅
猿
ケ
レ
。
人
々
ノ
家
々
ハ
、
鴨
河
・
桂
河
ヨ
リ
筏
ニ
組
テ
、
福

原
ヘ
下
シ
ツ
ヽ
、
空
キ
跡
ニ
ハ
浅
茅
ガ
原
、
蓬
ガ
杣
、
鳥
ノ
フ
シ
ド
ヽ
成
テ
、
虫
ノ
音
ノ
ミ
ゾ
恨
ケ
ル
。
（
二
中
・
卅
「
都
遷
事
」）

１２
（
都
の
荒
廃
）〈
段
落
末
文
〉
依
之
、
適
マ
残
ル
堂
塔
モ
、
四
壁
ハ
皆
コ
ボ
タ
レ
ヌ
。
荒
神
達
ノ
所
行
ニ
ヤ
、
浅
猿
カ
リ
事
共
也
。

（
二
中
・
卅
三
「
入
道
ニ
頭
共
現
ジ
テ
見
ル
事
」）

１１
で
は
、
人
々
が
家
屋
を
解
体
し
て
福
原
へ
移
り
住
ん
だ
た
め
に
都
が
「
田
舎
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
１２
は
、
か
ろ
う
じ
て
残

っ
た
「
堂
塔
」
も
崩
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。

都
の
荒
廃
は
、
平
家
の
都
落
や
義
仲
の
入
京
に
よ
っ
て
も
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
１３
は
義
仲
入
京
に
と
も
な
っ
て
「
資
財
雑
具
」
が
失
わ

れ
た
り
、
押
し
入
っ
た
「
北
国
ノ
夷
」
に
よ
っ
て
都
の
秩
序
が
乱
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
、
１４
は
生
捕
ら
れ
た
重
衡
が
入
京
し
た
時
、

「
平
家
ノ
造
営
シ
タ
リ
シ
家
々
」
が
焼
失
し
て
い
る
様
子
を
見
て
、「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
。

１３
（
都
の
荒
廃
）
資
財
雑
具
、
東
西
南
北
ヘ
運
隠
ス
ホ
ド
ニ
、
引
失
事
数
ヲ
不
知
一

。
穴
ヲ
堀
テ
埋
シ
カ
バ
、
或
ハ
打
破
、
或
ハ
朽
損

（
青
カ
）

ジ
テ
ゾ
失
ニ
ケ
ル
。
浅
猿
ト
モ
愚
也
。
増
テ
北
国
ノ
夷
打
入
ニ
シ
後
ハ
、
八
幡
・
賀
茂
ノ
領
ヲ
不
憚
一

ラ
、
麦
田
ヲ
苅
セ
テ
馬
ニ
飼
、

人
ノ
倉
ヲ
打
破
テ
物
ヲ
取
ル
。

（
四
・
廿
二
「
木
曽
都
ニ
テ
悪
行
振
舞
事
」）

１４
（
都
の
荒
廃
）
此
当
リ
ニ
平
家
ノ
造
営
シ
タ
リ
シ
家
々
、
皆
焼
失
テ
、
有
リ
シ
所
ト
モ
見
ヘ
ズ
。
中
ニ
モ
小
松
殿
ト
テ
名
高
ク
見
ヘ

シ
所
モ
、
築
地
・
門
計
ハ
有
テ
、
浅
猿
ク
コ
ソ
。
中
将
人
シ
レ
ズ
被
見
廻
ハ
ケ
レ
バ
、
此
内
ニ
ハ
犬
烏
ノ
引
シ
ロ
ウ
音
シ
ケ
リ
。

（
五
末
・
八
「
重
衡
卿
関
東
ヘ
下
給
事
」）
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延
慶
本
に
も
遷
都
を
清
盛
の
悪
行
と
す
る
認
識
は
あ
ろ
う
が
、
遷
都
の
み
な
ら
ず
義
仲
入
京
や
平
家
都
落
も
含
め
、
広
く
都
が
荒
廃
す
る

様
に
対
し
て
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
っ
て
お
り
、
覚
一
本
と
は
関
心
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

４
の
２

秩
序
の
崩
壊

７
例

法
住
寺
合
戦
が
起
き
る
と
、
都
は
大
混
乱
に
陥
る
。

１５
（
法
住
寺
合
戦
）〈
段
落
末
文
〉
…
北
面
ノ
者
共
・
若
殿
上
人
・
諸
大
夫
ナ
ム
ド
ハ
、
面
白
事
ニ
思
テ
、
興
ニ
入
タ
リ
ケ
リ
。
少
モ

物
ノ
心
ヲ
弁
ヘ
、
オ
ト
ナ
シ
キ
人
々
ハ
、「
コ
ハ
何
カ
ニ
成
リ
ヌ
ル
世
ノ
中
ゾ
。
浅
猿
キ
事
哉
。
只
今
天
下
ニ
大
事
出
来
ナ
ム
」
ト

ア
サ
ミ
ア
ヘ
リ
。

（
四
・
廿
三
「
木
曽
可
滅
之
由
法
皇
御
結
構
事
」）

１６
（
法
住
寺
合
戦
）〈
段
落
冒
頭
〉
是
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
ヲ
カ
シ
ク
、
浅
猿
ク
、
心
憂
事
共
多
ク
カ
タ
リ
ケ
リ
。
寒
中
ニ
一
衣
ヲ
モ
キ
タ

ル
者
ヲ
バ
、
上
下
ヲ
イ
ワ
ズ
ハ
ギ
ト
リ
ケ
レ
バ
、
男
モ
女
モ
皆
赤
裸
ニ
ム
カ
レ
、
心
ウ
キ
事
無
限
一

リ
。
僅
ニ
無
甲
斐
一

命
計
生
ル

人
々
モ
、
逃
隠
レ
ツ
ヽ
、
都
外
ナ
ル
山
野
ニ
ゾ
交
リ
ケ
ル
。

（
四
・
廿
五
「
木
曽
法
住
寺
殿
ヘ
押
寄
事
」）

１５
は
法
住
寺
合
戦
の
直
前
、
摂
津
源
氏
や
河
内
源
氏
ら
が
院
方
に
味
方
す
る
と
、「
北
面
ノ
者
共
・
若
殿
上
人
・
諸
大
夫
」
ら
も
面
白

が
っ
て
院
方
に
集
っ
た
。「
オ
ト
ナ
シ
キ
人
々
」
は
「
浅
猿
キ
事
」
と
言
い
、
今
に
も
「
天
下
ノ
大
事
」
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
と
驚
き
あ

き
れ
る
。
こ
の
法
住
寺
合
戦
に
よ
っ
て
男
も
女
も
衣
を
は
が
れ
る
と
い
う
混
乱
ぶ
り
で
、
人
々
は
都
の
外
へ
と
身
を
隠
し
た
。
１６
は
、
見

苦
し
い
こ
と
、
あ
き
れ
か
え
る
こ
と
、
情
け
な
い
こ
と
が
、
様
々
あ
っ
た
と
言
う
。

次
の
２
例
は
、
平
宗
盛
が
仲
綱
の
馬
を
乞
い
取
っ
た
話
で
あ
る
。
宗
盛
が
馬
を
「
仲
綱
」
と
主
の
実
名
で
呼
ん
だ
こ
と
さ
え
「
あ
さ
ま
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し
」
と
思
わ
れ
た
の
に
、「
宗
盛
」
と
い
う
札
を
つ
け
た
馬
が
京
中
を
迷
い
歩
く
と
は
「
世
ノ
末
」
で
あ
る
と
人
々
は
嘆
き
、
編
者
は
宗

盛
の
「
慎
み
」
の
な
い
言
動
を
戒
め
る
。

１７
１８
（
宗
盛
）
サ
レ
バ
、
競
ノ
瀧
口
ニ
宗
盛
ノ
引
レ
タ
リ
シ
遠
山
ヲ
バ
、
園
城
寺
ニ
テ
尾
髪
ヲ
切
テ
、「
宗
盛
」
ト
云
札
ヲ
ツ
ケ
、
京

ノ
方
ヘ
追
放
ツ
。
極
テ
イ
サ
メ
ル
馬
ナ
レ
バ
、
京
中
ヲ
ハ
セ
行
リ
ク
。
人
、
是
ヲ
見
テ
、「
ア
ナ
浅
猿
シ
。
去
比
、
大
臣
殿
ノ
許
ニ
、

「
仲
綱
」
ト
云
馬
ノ
ア
リ
シ
ヲ
コ
ソ
、
浅
猿
ト
思
シ
ニ
、
今
ハ
又
、「
宗
盛
」
ト
云
馬
ノ
迷
ア
リ
ク
コ
ソ
不
思
議
ナ
レ
。
世
ノ
末
ニ

ハ
、
カ
ク
見
ニ
ク
キ
事
モ
有
ケ
ル
」
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
人
ハ
世
ニ
ア
レ
バ
ト
テ
、
云
マ
ジ
キ
事
ヲ
バ
慎
ム
ベ
キ
ニ
ヤ
。

（
二
中
・
廿
九
「
源
三
位
入
道
謀
叛
之
由
来
事
」）

そ
の
ほ
か
、
清
盛
を
取
り
な
し
て
い
た
重
盛
が
亡
く
な
っ
た
の
で
世
が
乱
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
（
１９
）、
姿
を
消
し
た
後
白
河
法
皇
の
行

方
を
誰
も
知
ら
な
い
こ
と
（
２０
）、
鹿
谷
で
の
謀
が
露
見
し
て
驚
く
後
白
河
法
皇
の
言
動
（
２１
）
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
例
が
あ
る
⒂
。

Ⅱ
「
仏
法
」
９
例

「
仏
法
」
に
関
わ
る
例
は
、
覚
一
本
が
１
例
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
延
慶
本
で
は
９
例
が
認
め
ら
れ
る
。

１

清
盛
の
悪
行

１
例

㉒
は
清
盛
が
命
じ
た
南
都
炎
上
に
関
す
る
例
で
、
覚
一
本
と
共
通
で
あ
る
。
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㉒
（
Ｃ
南
都
炎
上
）
衆
徒
首
共
ヲ
バ
、
大
路
ヲ
渡
テ
、
獄
門
ノ
木
ニ
可
被
懸
一

ニ
テ
ア
リ
ケ
ル
ガ
、
東
大
寺
・
興
福
寺
ノ
焼
ニ
ケ
ル
浅

猿
サ
ニ
、
渡
ス
ニ
不
及
一

、
コ
ヽ
カ
シ
コ
ノ
溝
ヤ
堀
ニ
ゾ
投
捨
ケ
ル
。

（
二
末
・
四
十
「
南
都
ヲ
焼
払
事
」）

２

神
仏
へ
の
非
礼

３
例

２３
（
神
意
の
無
視
）〈
章
段
末
文
〉
神
ハ
非
例
ヲ
稟
給
ハ
ネ
バ
、
カ
ヽ
ル
不
思
議
出
来
ニ
ケ
ル
ニ
ヤ
。
成
親
卿
、
是
ニ
モ
思
知
ザ
リ
ケ

ル
コ
ソ
浅
猿
ケ
レ
。

（
一
本
・
十
八
「
成
親
卿
八
幡
賀
茂
ニ
僧
籠
事
」）

大
将
の
位
を
望
ん
だ
藤
原
成
親
が
様
々
な
祈
祷
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
山
鳩
が
食
い
合
っ
た
り
、
落
雷
が
あ
っ
て
宝
殿
が
炎
上
し
た
り
と

「
不
思
議
」
な
出
来
事
が
相
次
い
だ
。
身
分
不
相
応
な
昇
進
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
神
意
を
わ
き
ま
え
な
い
、
成
親
の

非
礼
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。

次
の
２
例
は
、
神
官
や
神
輿
を
矢
で
射
る
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
例
で
あ
る
。

２４
（
神
官
殺
害
）〈
段
落
末
文
〉
…
頼
治
承
テ
防
ケ
ル
ニ
、
猶
大
内
ヘ
入
ラ
ム
ト
ス
ル
間
、
頼
治
ガ
郎
等
、
散
々
ニ
射
ル
。
疵
ヲ
蒙
ル

神
人
六
人
、
死
ル
者
二
人
、
社
司
・
諸
司
等
、
四
方
ニ
逃
失
ヌ
。
誠
ニ
山
王
神
襟
イ
カ
バ
カ
リ
カ
思
食
ラ
ム
ト
ゾ
見
ケ
ル
。
中
ニ
モ

八
王
子
ノ
祢
宜
友
実
ニ
矢
立
タ
リ
ケ
ル
コ
ソ
浅
猿
ケ
レ
。

（
一
本
・
卅
一
「
後
二
条
関
白
殿
滅
給
事
」）

（

マ

マ

）

２５
（
神
輿
に
矢
）
今
度
、
十
禅
師
ノ
御
輿
ニ
矢
ヲ
射
立
事
、
浅
猿
ト
云
モ
愚
カ
ナ
リ
。「
人
ヲ
怨
ル
神
ヲ
怨
レ
バ
、
国
ニ
災
害
起
ル
」⒃

ト
云
ヘ
リ
。「
只
天
下
ノ
大
事
出
来
ナ
ム
」
ト
コ
ソ
恐
レ
ア
ヒ
ケ
レ
。

（
一
本
・
卅
七
「
毫
雲
事
」）
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嘉
保
元
（
一
〇
九
四
）
年
、
山
久
住
者
円
応
の
殺
害
に
憤
っ
た
山
門
が
、
下
洛
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
頼
治
が
矢
を
射
て
防
い
だ
と
こ

ろ
、
八
名
の
死
傷
者
を
出
し
た
。
２４
は
八
王
子
の
祢
宜
友
実
に
矢
が
当
た
っ
た
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。

ま
た
、
神
輿
が
入
洛
す
る
こ
と
は
永
久
元
（
一
一
一
三
）
年
以
降
六
度
あ
り
、
武
士
が
防
ぐ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
神
輿
を
射
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
２５
は
「
十
禅
師
の
御
輿
」
に
矢
が
立
つ
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
い
、「
天
下
ノ
大
事
」
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
と
恐
れ
合

う
。３

仏
法
の
自
壊

５
例

次
の
３
例
は
、
山
門
や
南
都
の
大
衆
ら
が
仏
法
を
破
壊
す
る
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
例
で
あ
る
。

２６
（
清
水
寺
炎
上
）〈
段
落
末
文
〉「（
乗
円
）
…
只
本
堂
ニ
火
ヲ
懸
テ
焼
ヤ
、
者
共
」
ト
申
ケ
レ
バ
、
衆
徒
等
「
尤
々
」
ト
申
テ
、
火

ヲ
燃
シ
御
堂
ノ
四
方
ニ
付
タ
リ
ケ
レ
バ
、
煙
リ
雲
井
ハ
ル
カ
ニ
立
昇
ル
。
感
陽
宮
ノ
異
朝
ノ
煙
ヲ
諍
フ
。
一
時
ガ
程
ニ
回
禄
ス
。
浅

猿
ト
云
モ
疎
也
。

（
一
本
・
十
二
「
山
門
大
衆
清
水
寺
ヘ
寄
テ
焼
事
」）

２６
は
山
門
の
大
衆
が
、
額
打
論
の
報
復
と
し
て
興
福
寺
末
寺
の
清
水
寺
を
炎
上
さ
せ
た
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

２７
（
山
門
滅
亡
）
義
竟
四
郎
、
神
人
一
庄
ヲ
押
留
シ
テ
知
行
ス
ト
モ
、
強
ニ
何
計
ノ
所
得
カ
有
ラ
ム
ズ
ル
ニ
、
敦
賀
ノ
中
山
ニ
テ
恥
ヲ

（
事
）

見
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
、
取
替
ナ
キ
命
ヲ
失
ヒ
、
山
門
ノ
滅
亡
、
朝
家
ノ
御
大
幸
ニ
及
ヌ
ル
事
コ
ソ
浅
猿
ケ
レ
。
人
ハ
能
々
思
慮
有
ベ
キ

物
哉
ト
ゾ
覚
ル
。
貪
欲
ハ
必
ズ
身
ヲ
ハ
ム
ト
イ
ヘ
リ
。
深
ク
慎
ム
ベ
シ
。

（
二
本
・
六
「
山
門
ノ
学
生
ト
堂
衆
ト
合
戦
事
」）
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２８
（
山
門
滅
亡
）〈
段
落
末
文
〉
シ
カ
レ
ド
モ
、
学
生
夜
ニ
入
テ
、
被
テ
追
返
一

、
四
方
ニ
逃
失
ヌ
。
学
生
ノ
方
ニ
討
ル
ヽ
者
百
余
人
。

浅
増
カ
リ
シ
事
共
也
。

（
二
本
・
六
「
山
門
ノ
学
生
ト
堂
衆
ト
合
戦
事
」）

２７
２８
は
、
山
門
の
学
生
と
堂
衆
の
合
戦
に
つ
い
て
の
例
で
あ
る
。
２７
は
合
戦
に
よ
っ
て
「
死
者
二
千
余
人
、
手
負
ハ
数
ヲ
不
知
」
と
い

う
甚
大
な
被
害
が
出
て
「
山
門
ノ
滅
亡
」
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
即
ち
「
朝
家
ノ
御
大
事
」
で
あ
る
と
し
て
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。

２８
も
堂
衆
の
立
て
こ
も
る
城
に
攻
め
寄
せ
た
学
生
が
返
り
討
ち
に
あ
い
、「
百
余
人
」
が
討
た
れ
た
こ
と
を
言
う
。
延
慶
本
は
２７
で
、「
山

門
ノ
滅
亡
、
朝
家
ノ
御
大
事
」
を
招
い
た
元
凶
を
義
竟
四
郎
叡
俊
の
「
貪
欲
」
に
求
め
、「
貪
欲
ハ
必
ズ
身
ヲ
ハ
ム
」、「
深
ク
慎
ム
ベ
シ
」

と
戒
め
る
。

次
の
例
は
、
仏
法
者
の
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
言
動
を
難
じ
る
も
の
で
あ
る
。

し
き
な
み

２９
（
南
都
大
衆
）
又
南
都
ノ
大
衆
イ
カ
ニ
モ
鎮
ヤ
ラ
ズ
、
弥
騒
動
ス
。
公
家
ヨ
リ
モ
御
使
、
�
波
ニ
被
下
テ
、「
サ
レ
バ
何
事
ヲ
鬱
リ

申
ス
ゾ
。
存
知
之
旨
ア
ラ
バ
、
イ
ク
度
モ
奏
聞
ニ
コ
ソ
及
バ
メ
」
ナ
ド
被
仰
下
一

ケ
レ
バ
、「
別
ノ
訴
詔
ニ
候
ワ
ズ
。
只
清
盛
入
道
ニ

逢
テ
死
候
ワ
ム
」
ト
ゾ
、
只
一
口
ニ
申
ケ
ル
。
是
モ
直
事
ニ
ア
ラ
ズ
。
入
道
相
国
ト
申
ハ
、
忝
ク
モ
当
今
ノ
御
外
祖
父
ゾ
カ
シ
。
其

ヲ
少
モ
不
憚
一

、
カ
ヤ
ウ
ニ
申
ケ
ル
モ
浅
猿
シ
。
凡
、
南
都
ノ
大
衆
ニ
モ
天
魔
ノ
付
ニ
ケ
ル
ト
ゾ
ミ
ヘ
シ
。

（
二
末
・
四
十
「
南
都
ヲ
焼
払
事
」）

南
都
の
大
衆
が
「
公
家
」
の
使
に
も
応
じ
ず
、「
当
今
ノ
御
外
祖
」
清
盛
に
向
か
っ
て
憚
り
な
く
「
只
清
盛
入
道
ニ
逢
テ
死
候
ワ
ム
」
と

言
う
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。
他
に
「
宣
下
」
に
背
い
て
平
家
追
討
の
祈
祷
を
し
た
実
厳
阿
闍
梨
（
３０
）
の
例
が
あ
る
⒄
。
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Ⅲ
「
王
法
」・「
仏
法
」
４
例

１

貴
人
の
死
後
の
騒
動

２
例

二
条
天
皇
の
葬
送
の
夜
に
起
き
た
額
打
論
、
清
盛
死
後
の
八
条
殿
炎
上
を
い
う
例
で
、
覚
一
本
と
共
通
で
あ
る
。

㉛
（
二
条
天
皇
）
抑
、
一
天
ノ
君
、
万
乗
ノ
主
ジ
、
世
ヲ
早
ク
セ
サ
セ
給
シ
カ
バ
、
心
ナ
キ
草
木
マ
デ
モ
、
猶
愁
タ
ル
色
不
浅
一

ラ
コ

ソ
有
ケ
ム
ニ
、
カ
ヽ
ル
ア
サ
マ
シ
キ
事
ニ
テ
、
…

（
一
本
・
十
「
延
暦
寺
与
興
福
寺
額
立
論
事
」）

32
（
清
盛
）
造
リ
瑩
タ
リ
シ
八
条
殿
、
去
六
日
焼
ヌ
。
人
ノ
家
ノ
焼
事
ハ
常
ノ
事
ナ
レ
ド
モ
、
ヲ
リ
フ
シ
、
カ
ヽ
ル
モ
浅
猿
シ
。
ナ
ニ

者
ノ
付
タ
リ
ケ
ル
ヤ
ラ
ム
、
放
火
ト
ゾ
聞
ヘ
シ
。

（
三
本
・
十
三
「
大
政
入
道
他
界
」）

２

清
盛
以
外
の
人
物

２
例

延
慶
本
で
の
西
光
は
、
王
法
・
仏
法
に
加
害
し
「
あ
さ
ま
し
き
」
事
態
を
起
こ
し
た
人
物
と
さ
れ
る
。

３３
（
西
光
）
身
ノ
只
今
ニ
滅
セ
ム
ズ
ル
事
ヲ
モ
顧
ミ
ズ
、
山
王
ノ
神
慮
ニ
モ
不
憚
一

、
加
様
ニ
ノ
ミ
申
テ
、
イ
ト
ヾ
震
襟
ヲ
悩
シ
奉
ル
、

浅
猿
事
ナ
リ
ケ
リ
。「
讒
臣
ハ
乱
リ
国
一

ヲ
、
妬
婦
ハ
破
ル
ト
家
一

ヲ
」
ミ
ヘ
タ
リ
。「
叢
蘭
欲
茂
一

ム
ト
、
秋
風
敗
ル
之
一

ヲ
。
王
者
欲

ド
モ
明
一

ン
ト
、
讒
臣
蔽
之
一

ヲ
」
ト
モ
云
ヘ
リ
。
誠
哉
。

（
一
末
・
六
「
一
行
阿
闍
梨
流
罪
事
」）

３４
（
西
光
）〈
章
段
末
文
〉
西
光
父
子
、
切
者
ニ
テ
、
世
ヲ
世
ト
モ
思
ハ
ズ
、
人
ヲ
人
ト
モ
セ
ザ
リ
シ
余
ニ
ヤ
、
指
モ
ヤ
ム
事
ナ
ク
ヲ

ハ
ス
ル
人
ノ
、
ア
ヤ
マ
チ
給
ハ
ヌ
ヲ
サ
ヘ
、
サ
マ
�
�
讒
奏
シ
奉
リ
ケ
レ
バ
、
山
王
大
師
ノ
神
罰
・
冥
罰
、
立
所
ニ
蒙
テ
、
時
尅
ヲ
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廻
サ
ズ
、
カ
ヽ
ル
目
ニ
ア
ヘ
リ
。「
サ
ミ
ツ
ル
事
ヨ
、
�
�
」
ト
ゾ
、
人
々
申
ア
ヘ
リ
シ
。
大
方
ハ
、
女
ト
下
臈
ト
ハ
、
サ
カ
�
�

シ
キ
様
ナ
レ
ド
モ
、
思
慮
ナ
キ
者
也
。
西
光
モ
下
臈
ノ
終
ナ
リ
シ
ガ
、
サ
バ
カ
リ
ノ
君
ニ
召
仕
レ
マ
ヒ
ラ
セ
テ
、
果
報
ヤ
尽
タ
リ
ケ

ム
、
天
下
ノ
大
事
引
出
シ
テ
、
我
身
モ
カ
ク
成
ヌ
。
浅
猿
カ
リ
ケ
ル
事
共
也
。

（
一
末
・
廿
三
「
師
高
尾
張
国
ニ
テ
被
誅
事
」）

次
の
引
用
部
に
あ
る
よ
う
に
、
明
雲
座
主
の
流
罪
は
西
光
の
「
無
実
ノ
讒
奏
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

廿
一
日
、
前
座
主
明
雲
僧
正
ヲ
バ
、
僧
ノ
流
罪
セ
ラ
ル
ヽ
例
ト
テ
、
度
縁
ヲ
被
召
返
一

テ
、
大
納
言
大
夫
藤
井
松
枝
ト
云
俗
名
ヲ
付

テ
、
伊
豆
国
ヘ
可
被
流
一

之
由
、
被
宣
下
一

。
皆
人
傾
申
ケ
レ
ド
モ
、
西
光
法
師
ガ
無
実
ノ
讒
奏
ニ
ヨ
リ
テ
、
カ
ク
被
行
一

ケ
リ
。

（
一
末
・
四
「
明
雲
僧
正
伊
豆
国
ヘ
被
流
事
」）

流
罪
に
な
っ
た
明
雲
を
山
門
の
大
衆
が
と
り
留
め
た
こ
と
を
受
け
、
西
光
は
な
お
も
、
大
衆
を
戒
め
る
よ
う
法
皇
に
進
言
す
る
。
３３
は
こ

う
し
た
西
光
の
、「
山
王
ノ
神
慮
」
も
憚
ら
ず
「
震
襟
ヲ
悩
シ
奉
ル
」「
讒
奏
」
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。
３４
で
も
、
西
光
の
「
讒
奏
」

に
よ
っ
て
「
天
下
ノ
大
事
」
が
起
き
た
こ
と
、「
山
王
大
師
ノ
神
罰
・
冥
罰
」
が
下
っ
て
斬
ら
れ
た
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
言
う
。
山

王
の
神
慮
を
憚
ら
ず
に
座
主
流
罪
を
進
言
し
、
後
白
河
法
皇
を
煩
わ
せ
た
西
光
は
、
王
法
・
仏
法
へ
の
加
害
者
で
あ
る
。

以
上
、
延
慶
本
の
編
者
評
と
し
て
の
「
あ
さ
ま
し
」
３４
例
を
検
討
し
て
き
た
。
延
慶
本
で
王
法
に
関
わ
る
例
は
、
都
の
荒
廃
や
、
都
の

秩
序
が
崩
壊
し
て
人
々
が
混
乱
す
る
様
を
言
う
例
が
多
く
、
１１
例
を
数
え
た
。
こ
れ
を
鑑
み
れ
ば
、
延
慶
本
に
と
っ
て
の
王
法
破
滅
は
都

の
荒
廃
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
仏
法
に
関
わ
っ
て
「
あ
さ
ま
し
」
が
使
わ
れ
る
例
も
目
立
つ
。
個
々
の
例
を
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み
る
と
、「
山
門
ノ
滅
亡
」
は
即
ち
「
朝
家
ノ
御
大
事
」
で
あ
る
（
２７
）
と
か
、
座
主
流
罪
を
「
天
下
ノ
大
事
」
と
言
っ
た
り
（
３３
３４
）、

神
輿
に
矢
が
立
つ
こ
と
を
「
天
下
ノ
大
事
」
の
先
表
と
す
る
（
２５
）
な
ど
、
仏
法
の
衰
退
や
破
壊
が
「
天
下
ノ
大
事
」
に
直
結
す
る
と
い

う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、「
あ
さ
ま
し
き
」
事
態
を
引
き
起
こ
す
人
物
は
、
平
清
盛
の
ほ
か
、
山
門
滅
亡
を
招
い
た
義
竟
四
郎
（
２７
）
や
実
厳
（
３０
）
と

い
っ
た
仏
法
者
、
讒
奏
に
よ
っ
て
王
法
・
仏
法
の
双
方
に
加
害
し
た
西
光
（
３３
３４
）
や
神
意
を
無
視
し
た
藤
原
成
親
（
２３
）
と
い
っ
た
院

の
近
臣
、
源
頼
政
（
８
）・
平
宗
盛
（
１７
１８
）
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。

さ
ら
に
延
慶
本
は
、「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
の
先
例
と
し
て
、
栄
華
を
極
め
な
が
ら
朝
敵
と
な
っ
た
恵
美
仲
麻
呂
（
９
）
や
、「
唐
朝
」

「
我
朝
」
の
惨
事
（
７８
）
を
あ
げ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
は
今
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
今
も
昔
も
、
唐
朝
で

も
本
朝
で
も
、
起
こ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
覚
一
本
と
延
慶
本
の
批
評
句
「
あ
さ
ま
し
」
を
取
り
上
げ
、
両
編
者
が
物
語
内
の
ど
の
出
来
事
を
「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と

と
捉
え
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
物
語
っ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
き
た
。

「
あ
さ
ま
し
」
と
「
う
た
て
し
」
が
似
通
っ
た
場
面
で
使
わ
れ
る
理
由
を
考
え
る
と
、「
あ
さ
ま
し
」
が
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
を

引
き
起
こ
し
た
人
物
へ
の
非
難
を
含
む
場
合
も
あ
り
、
ま
た
「
う
た
て
し
」
が
、
人
物
の
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
動
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

事
態
を
招
く
場
合
も
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
う
た
て
し
」
が
人
物
の
行
動
、「
あ
さ
ま
し
」
が
事
態
の
発

生
に
焦
点
を
当
て
た
語
で
あ
る
と
整
理
で
き
る
。
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さ
て
検
討
の
結
果
、
覚
一
本
と
延
慶
本
と
で
は
三
つ
の
相
違
点
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
ず
一
点
目
は
、「
あ
さ
ま
し
」
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
ら
の
相
違
で
あ
る
。
両
本
と
も
に
王
法
・
仏
法
の
破
滅
に
対
し
て
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
覚
一
本
が
「
王
法
」
に
重
き
を
置
く
の
に

対
し
、
延
慶
本
は
「
仏
法
」
に
も
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
。

二
点
目
は
、「
あ
さ
ま
し
き
」
事
態
を
招
く
人
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。
覚
一
本
の
「
あ
さ
ま
し
」
の
語
は
、
前
代
か
ら
守
ら
れ
て
き
た

慣
習
が
断
ち
切
ら
れ
た
時
や
、
清
盛
の
王
法
破
壊
に
対
し
て
使
わ
れ
る
語
で
あ
っ
た
。
特
に
、
高
倉
宮
に
対
す
る
処
罰
・
遷
都
の
敢
行
・

南
都
炎
上
と
い
う
、
清
盛
が
治
承
四
年
に
行
っ
た
三
つ
の
悪
行
に
対
し
て
「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
評
を
重
ね
て
い
る
。
延
慶
本
で
も
清
盛

の
悪
行
は
描
か
れ
る
が
、「
あ
さ
ま
し
き
」
事
態
は
、
西
光
を
は
じ
め
多
く
の
人
物
に
よ
っ
て
も
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
。
特
に
山
門
や

南
都
の
大
衆
と
い
っ
た
仏
法
者
が
、
清
水
寺
炎
上
さ
せ
た
り
山
門
を
滅
亡
さ
せ
た
り
と
、
仏
法
を
自
壊
す
る
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
き
」
こ

と
と
し
て
、
強
く
戒
め
る
傾
向
に
あ
る
。

三
点
目
は
、
先
例
の
扱
い
違
い
で
あ
る
。
延
慶
本
は
、
物
語
中
に
起
き
る
「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
の
先
例
を
あ
げ
る
こ
と
で
、「
あ
さ

ま
し
き
」
事
態
は
、
今
も
昔
も
、
異
朝
で
も
本
朝
で
も
、
変
わ
ら
ず
起
こ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

覚
一
本
は
、「
あ
さ
ま
し
」
を
治
承
四
年
の
清
盛
の
悪
行
に
集
中
し
て
使
う
こ
と
で
、
王
法
・
仏
法
が
滅
び
る
と
い
う
前
代
に
は
な
か

っ
た
「
あ
さ
ま
し
き
」
事
態
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
一
方
の
延
慶
本
が
物
語
を
捉
え
る
射
程
は
、
覚
一
本
よ
り
長
い
。
先
例
を
引

く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
が
繰
り
返
し
起
き
て
き
た
と
い
う
連
続
性
の
中
に
、
源
平
の
興
亡
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、JSPS

科
研
費20K

21999

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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注⑴

城
阪
早
紀
「『
覚
一
本
平
家
物
語
』
の
「
ま
さ
な
し
」
と
「
う
た
て
し
」
│
│
語
句
分
析
か
ら
伝
本
の
相
違
を
考
え
る
│
│
」『
同
志
社
国
文
学
』

九
五
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
。
続
稿
と
し
て
、「『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
「
ま
さ
な
し
」・「
き
た
な
し
」
と
「
う
た
て
し
」
│
語
句
分
析
か
ら
伝

本
の
相
違
を
考
え
る
（
二
）
│
」『
同
志
社
国
文
学
』
九
六
、
二
〇
二
二
年
三
月
が
あ
る
。

⑵
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
の
引
用
は
、
以
下
に
よ
る
。﹇
影
印
﹈『
平
家
物
語
』（
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
）
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
。﹇
翻
刻
﹈
高

木
市
之
助
ほ
か
校
注
『
平
家
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
〜
六
〇
年
。
引
用
の
際
に
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の

判
断
を
尊
重
し
、
促
音
・
撥
音
を
小
字
で
補
い
、
補
読
箇
所
も
本
文
と
同
様
に
扱
っ
た
。
巻
一
〜
六
は
上
巻
、
巻
七
〜
十
二
と
灌
頂
巻
は
下
巻
で

あ
る
。

⑶
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
引
用
は
、
以
下
に
よ
る
。﹇
影
印
﹈
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
影
印
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
二
〜
三
年
。﹇
翻
刻
﹈
北
原
保

雄
・
小
川
栄
一
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
（
初
版
一
九
九
〇
年
）。
延
慶
本
注
釈
の
会
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
〜
二
〇
一
九
年
。
所
在
は
、（
巻
・
章
段
番
号
「
章
段
名
」）
で
示
し
た
が
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
章
段
名
の
「
付
」
以
下

は
省
略
し
た
。

⑷

小
林
美
和
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
語
り
と
そ
の
位
置
│
│
文
末
表
現
を
中
心
に
│
│
」『
文
学
・
語
学
』
八
二
、
一
九
七
八
年
六
月
。
小
林
美
和

「
延
慶
本
平
家
物
語
の
語�

り�

と
そ
の
位
置
」『
平
家
物
語
生
成
論
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
六
年
。

⑸

池
田
敬
子
「『
平
家
物
語
』
と
『
太
平
記
』
の
こ
と
ば
」『
国
語
と
国
文
学
』
八
五
・
一
一
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
。

⑹

池
田
敬
子
「『
平
家
物
語
』
と
『
太
平
記
』
の
こ
と
ば
（
二
）
│
│
形
容
詞
「
あ
さ
ま
し
」
の
語
義
│
│
」『
文
芸
論
叢
』（
大
谷
大
学
）
二
〇
一
二

年
三
月
。

⑺

池
田
敬
子
「
形
容
詞
「
う
た
て
し
」
の
語
義
│
│
『
平
家
物
語
』
と
『
太
平
記
』
の
こ
と
ば
（
三
）
│
│
」『
軍
記
物
語
の
窓
』
四
、
二
〇
一
二
年

十
二
月
。

⑻

注
⑴
に
同
じ
。

⑼

覚
一
本
の
「
あ
さ
ま
し
」
の
派
生
語
１０
例
の
内
訳
は
、「
あ
さ
ま
し
げ
」
３
例
、「
あ
さ
ま
し
さ
」
７
例
で
あ
る
。

⑽
〈
Ｃ
〉
地
の
文
「
②
登
場
人
物
の
心
情
」、「
②
登
場
人
物
の
心
情
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
ま
た
心
内
語
は
、
引
用
の
「
と
」
を
伴

う
例
を
私
に
分
類
し
た
。

（
地
）
…
西
光
法
師
「
頚
を
と
る
に
は
し
か
ず
」
と
て
、
瓶
子
の
く
び
を
と
ッ
て
ぞ
入
に
け
る
。
浄
憲
法
印
あ
ま
り
の
あ
さ
ま
し
さ
に
、
つ
や
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�
�
物
も
申
さ
れ
ず
。

（
巻
一
「
鹿
谷
」）

（
会
）
三
位
こ
じ
う
と
に
越
前
法
眼
性
意
と
い
ふ
僧
あ
り
。
其
中
間
法
師
軍
見
ん
と
て
河
原
へ
い
で
た
り
け
る
が
、
三
位
の
は
だ
か
で
た
ゝ
れ
た

る
に
見
あ
ふ
て
、「
あ
な
あ
さ
ま
し
」
と
て
は
し
り
よ
り
、
…

（
巻
八
「
皷
判
官
」）

（
心
）
…
永
縁
は
、
仏
像
経
巻
の
け
ぶ
り
と
の
ぼ
り
け
る
を
見
て
、
あ
な
あ
さ
ま
し
と
む
ね
う
ち
さ
は
ぎ
、

（
巻
六
「
新
院
崩
御
」）

⑾

段
落
の
区
切
り
は
、
覚
一
本
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
注
⑵
）、
延
慶
本
は
『
延
慶
本
平
家
物
語
』（
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
、
注
⑶
）
の

判
断
に
よ
っ
た
。
内
容
の
ま
と
ま
り
を
把
握
す
る
目
安
に
は
な
ろ
う
。

⑿

延
慶
本
の
「
あ
さ
ま
し
」
の
派
生
語
１０
例
の
内
訳
は
、「
あ
さ
ま
し
が
る
」
１
例
、「
あ
さ
ま
し
げ
な
り
」
６
例
、「
あ
さ
ま
し
さ
」
３
例
で
あ
る
。

⒀

延
慶
本
に
は
、
鬼
の
容
姿
を
い
う
例
が
２
例
（
地
の
文
１
例
、
会
話
文
１
例
）
み
え
る
。

（
地
）「
秦
王
破
陣
楽
」
ト
云
楽
ヲ
弾
給
ケ
ル
程
ニ
、
イ
ト
怖
シ
ク
浅
猿
ゲ
ナ
ル
鬼
独
リ
、
御
前
ニ
跪
テ
聞
居
タ
リ
。（

二
中
・
廿
五
「
前
中
書
王
事
」）

⒁

延
慶
本
の
〈
Ｃ
〉「
会
話
文
・
心
内
語
」
の
「
①
人
々
の
評
」
５
例
は
７
１５
１７
１８
１９
で
、
す
べ
て
Ⅰ
「
王
法
」
に
分
類
さ
れ
る
。

⒂

た
だ
し
２１
（
鹿
谷
事
件
露
見
）
を
編
者
評
と
み
て
よ
い
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
の
余
地
が
残
る
。

１９
（
重
盛
の
死
）
八
月
一
日
、
小
松
内
大
臣
重
盛
公
薨
給
ヌ
。（
中
略
）「
…
入
道
ノ
サ
シ
モ
横
紙
ヲ
破
ラ
ル
ヽ
事
ヲ
モ
、
此
大
臣
ノ
ナ
ヲ
シ
宥
ラ

レ
ツ
レ
バ
コ
ソ
、
世
モ
穏
ク
テ
過
ツ
ル
ニ
、
コ
ハ
浅
猿
事
カ
ナ
」
ト
ゾ
歎
ア
ヘ
ル
。

（
二
本
・
廿
「
小
松
殿
死
給
事
」）

２０
（
法
皇
の
消
息
不
明
）
大
臣
殿
「
君
ハ
イ
ヅ
ク
ニ
ワ
タ
ラ
セ
給
ゾ
」
ト
被
申
ケ
レ
ド
モ
、「
ワ
レ
コ
ソ
知
マ
ヒ
ラ
セ
タ
リ
」
ト
云
人
モ
ナ
シ
。

只
各
泣
ア
ヘ
リ
。
ア
サ
マ
シ
ナ
ム
ド
モ
オ
ロ
カ
ナ
リ
。

（
三
末
・
廿
三
「
法
皇
忍
テ
鞍
馬
ヘ
御
幸
事
」）

２１
（
鹿
谷
事
件
露
見
）
兵
衛
佐
、
御
前
ニ
参
テ
此
由
ヲ
被
申
一

ケ
レ
バ
、
法
皇
モ
大
ニ
驚
セ
給
テ
、「
是
等
ガ
内
々
謀
リ
シ
事
、
漏
レ
ニ
ケ
ル
ヨ

ナ
」
ト
思
食
モ
浅
猿
シ
。

（
一
末
・
十
六
「
丹
波
少
将
成
経
西
八
条
ヘ
被
召
事
」）

⒃

延
慶
本
全
注
釈
（
注
⑶
）
は
、「
人
怨
神
怒
、
即
災
害
必
生
」（『
貞
観
政
要
』）
を
引
き
、「
手
本
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
の
な
い
政
治
を
す
れ
ば
、

人
は
恨
み
神
は
怒
り
、
そ
う
す
る
と
必
ず
災
害
が
起
き
る
意
」
と
す
る
。

⒄

３０
（
実
厳
）
の
「
注
進
」
の
語
、
脱
落
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
長
門
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

３０
（
実
厳
）
又
、
朝
敵
追
討
ノ
仰
ヲ
奉
テ
、
太
元
ノ
法
被
行
一

ケ
ル
。
小
栗
栖
寺
ノ
実
厳
阿
闍
梨
、
御
巻
数
ヲ
進
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
被
披
見
処
ニ
、

平
家
追
討
ノ
由
〈
注
進
〉
シ
タ
リ
ケ
ル
コ
ソ
浅
猿
ケ
レ
。

（
三
本
・
廿
八
「
兵
革
ノ
祈
ニ
秘
法
共
被
行
事
」）
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参
考
文
献
・
引
用
文
献

・
中
村
幸
彦
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
。

・
中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
『
古
語
大
辞
典
』
小
学
館
、
一
九
八
三
年
。

・
室
町
時
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
三
省
堂
、
一
九
八
五
〜
二
〇
〇
一
年
。

・
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
〜
二
年
。

・
築
島
裕
編
『
古
語
大
鑑
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
〜
現
在
刊
行
中
。

・
市
古
貞
次
『
平
家
物
語
辞
典
』
明
治
書
院
、
一
九
七
三
年
。

・
原
田
種
成
『
貞
観
政
要
』（
新
釈
漢
文
大
系
）
九
五
、
明
治
書
院
、
一
九
七
八
年
。
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